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障がいのある学生に対して、2016(平成 28) 

年度に「障がい学生支 援委員会」を整備し、 

「障害者差別解消法に定める合理的配慮」に 

関する対応範囲・ 体制整備について審議し、 

2017(平成 29)年度から検証方策等の具体的 

な検討を進めてきている。



東京家政大学・同短期大学部　障がい学生等支援委員会構成 
ß 委員長：半澤嘉博（児童教育学科：特別支援教育） 

ß 副委員長：宮島祐（子ども支援学科：小児科/小児神経/子どもの心専門医）

ß 保育科：金城悟 
ß 教育福祉学科：田中恵美子 
ß 学生支援センター（所長・

部長・学生支援課長） 
ß アドミッションセンター

（所長・事務部長・次長） 
ß 教育支援センター（所長・

部長・次長・課長） 
ß 保健センター（所長・副所

長・事務長） 
ß 総務部長 
ß 財務部長 
ß 管財課長
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ß 狭山学務部（学務部長・事
務部長・次長・課長・総務
課長） 

ß 狭山保健室（保健室室長）



東京家政大学・同短期大学部　学生向けURL 
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/campus_support/syogai_corona.pdf

＃１：障がいのある学生等の支援について 

　本学は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

(平成25年法律第65号)に基づき、障がいの有無にかかわらず、 

建学の精神である女性の「自主自律」の実践を組織的に支援する 

ことを目的として、障がいのある学生等の支援の充実に努めます。 
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＃２：「障がいのある学生等」とは 

　身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます)、 

その他の心身の機能の 障がいがあり、障がいや社会的障壁 

により継続的に、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける 

状態にある在学生および本学への受験を希望する者をいいます。 



東京家政大学・同短期大学部　学生向けURL 
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/campus_support/syogai_corona.pdf

＃３：支援の方針について 

「障がいのある学生等」のうち、本人及び保証人が支援を受けることを 

希望した場合に、「合理的配慮」※に基づく以下の支援に努めます。 

(1) 受験に関する支援 

(2) 学修支援 

(3) 学生生活支援 (4) 健康管理支援 (5) 進路支援 

(6) 社会的障壁(バリアフリー等)の環境改善 
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※「合理的配慮」(「障害者の権利に関する条約」第2条に準拠します）とは、 

　　障がいのある学生等が、他の学生と平等に教育を受ける権利を確保 

　　するために、本学が行う必要かつ適当な変更及び調整です。本学で教育 

　　を受ける場合に、障がい等の状況に応じて、個別に必要とされるものです 

　　が、本学の支援体制や財政面において、均衡を失したり、過度の負担と 

　　ならないものをいいます。 

（＃４：相談窓口、＃５：不服申し立て〜ハラスメント防止委員会等省略）



板橋キャンパス・狹山キャンパス
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狹山保健室

・狹山学務課
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障害者手帳 
診断書など

障害の種類 
　視覚・聴覚・肢
体・内部障害・発
達障害・精神障害
その他 

修学上・修学以外
での配慮希望



事例モデル１ 
移動に不自由

ß 早期産・超低出生体重児で出生し、痙性対麻痺を認め乳幼児
期から小児神経専門医療機関にて加療されていた。入学決定
後に支援を申請した。 

ß 身体障害者手帳を有し、主治医（小児神経専門医）から診断
書（診断名：痙性対麻痺。状況に応じて車椅子・杖を使用） 

ß 本人から具体的配慮希望 

ß 移動に時間がかかるので授業開始に遅れることがあること 

ß グループ作業などで着席位置（杖の置き場など）に配慮 

ß 大学としての配慮 

ß 各科目担当教員に「可・条件付き・否」を調査し、合意を
得て実施。 

ß バリアフリー化を進める。⇒大学本部・財務部長との連携
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事例モデル２ 
課題提出を忘れる・板書内容を書き写すのに時間がかかる

ß 課題提出を忘れることが多く、板書内容を書き写すのに時間がかかる。 

ß 主治医（発達障害専門医）からの診断書（ADHD不注意優勢型：ADHD
治療薬の処方内容記載） 

ß 本人からの希望 

ß 板書を書き写すのが苦手なので、補助教材（配布資料など）あるいは
カメラで写真に撮らせて欲しい。 

ß 課題提出に際し、口頭だけの指示でなく、文書で示して欲しい。 

ß 大学としての配慮 

ß 各科目担当教員に「可・条件付き・否」の調査を行い、科目別に対応
可能な範囲で実施。 

ß 板橋と狹山をTV会議で繋ぎ、懸念される問題点についてADHDの行
動特性や具体的対応等について解決策を相談。⇒対応のエッセンス 

ß 治療経過確認には「お薬手帳」の活用
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微細脳機能不全(MBD : Minimal Brain Dysfunction) 
　　　から神経発達症群(Neurodevelopmental disorders)

 1902年：Still・・・・・道義的統制の欠如 
    　　行動抑制の重大な欠陥 
 1943年：Kanner・・・早期幼児自閉症 
 1944年：Asperger・・小児期の自閉的精神病質 

1962年：微細脳機能障害/不全(MBD) 
　↓ 
1980年：DSM-Ⅲ 
　　　〜1994年：DSM-Ⅳ（発達障害） 
　↓   PDD, ADHD＝併存診断は認めない 
2013年：DSM-5 
 神経発達症群(Neurodevelopmental disorders) 
   ASD, ADHD＝併存診断可能 
＊国際疾病分類(International Statistical Classification of Diseases: ICD) 

2018年6月：ICD-11（WHO公表） 
2022年1月：ICD-11（WHO正式発効予定）
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【ＩＣＤ-10】法律・診断書等の用語
➢ F70 精神遅滞（知的障害）
        　　　 (Mental Retardation)
F80-89 心理発達の障害
➢ F80 会話及び言語の特異的発達
　　　障害 (Specific Developmental Disorders

　　　　　　　 of Speech and Language)
         ・F80.0 特異的会話構音障害
　　　　・F80.1 表出性言語障害
　　　　・F80.2 受容性言語障害
　　　　・F80.3 ﾗﾝﾄﾞｰｸﾚﾌﾅｰ症候群

➢ F81 学習能力の特異的発達障害
　　　　　　　(Specific Developmental 
　　　　　　　Disorders ofScholastic Skills)
     　 ・F81,0特異的読字障害
　　　　・F81,1 特異的書字障害
　　　　・F81.2特異的算数能力障害

➢ F84 広汎性発達障害
　　　(Pervasive Developmental Disorders)
　　　　・F84.0 小児自閉症
　　　　・F84.1 非定型自閉症
　　　　・F84.2 ﾚｯﾄ症候群
　　　　・F84.5 ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群

F90-98 小児期及び青年期に通常発症
　　する行動及び情緒の障害
➢ F90 多動性障害
　　　　　　　 (Hyperkinetic　Disorders)
　　　　・F90.0 活動性及び注意の障害
　　　　・F90.1 多動性行為障害

➢ F95 ﾁｯｸ障害
　　　　　　　(Tic Disorders)
　　　　・F95.0 一過性ﾁｯｸ障害
　　　　・F95.1 慢性運動性または音声チック障害
　　　　・F95.2 ﾄｳﾚｯﾄ症候群

【ＤＳＭ-Ⅳ】1994年刊行
➢ 精神遅滞 (Mental Retardation)

➢ 学習障害 (Learning Disorders)

　　　　・読字障害
　　　　・算数障害
　　　　・書字表出障害
　　　　・特定不能の学習障害
➢ 運動能力障害　(Motor Skills Disorder)

　　　　・発達性協調運動障害
➢ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
　　　　　　（Communication Disorders)
　　　　・表出性言語障害
　　　　・受容・表出混合性言語障害
　　　　・音韻障害
　　　　・吃音症
　　　　・特定不能のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
➢ 広汎性発達障害
             (Pervasive Developmental 
　　　　　Disorders)
　　　　・自閉性障害
　　　　・ﾚｯﾄ障害
　　　　・小児崩壊性障害
　　　　・ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害
　　　　・特定不能の広汎性発達障害

注意欠陥および破壊的行動障害
➢ 注意欠陥（欠如）多動性障害

(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
　　　　・混合型
　　　　・不注意優勢型
　　　　・多動性・衝動性優勢型

ﾁｯｸ障害（Tic Disorders）
　　　　・ﾄｳﾚｯﾄ障害
　　　　・慢性運動性または音声ﾁｯｸ障害
　　　　・一過性ﾁｯｸ障害

【ＤＳＭ-５】2013年刊行
神経発達症群／障害群
      (Neurodevelopmental Disorders)
➢ 知的能力症／障害
　　　　　　(Intellectual Disabilities)
　　　・知的能力症／障害
　　　・全般性
　　　・特定できない

➢ 限局性学習症／障害
　　　　　　(Specific Learning Disorder)
　　　・読字の障害を伴う
　　　・書字表出の障害を伴う
　　　・算数の障害を伴う

➢ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
　　　　　　（Communication Disabilities）
　　　・言語症／障害
　　　・語音症／障害
　　　・小児期発症流暢症／障害（吃音）
　　　・社会的（語用論的）ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ症／障害

➢ 自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症／自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害　
（Autism Spectrum Disorder)

➢ 注意欠陥（欠如）・多動症／障害
　　　(Attention-Deficit/Hyperactivity 
　　　　Disorder)
　　　　・混合して存在
　　　　・不注意優勢に存在
　　　　・多動・衝動優勢に存在

➢ 運動症群／障害群 (Motor Disorders)

• 発達性協調運動症／障害
• 常同運動症／障害
• ﾁｯｸ症群／障害群

                           ・ﾄｳﾚｯﾄ症／障害

　　                    ・持続性（慢性）運動・音声ﾁｯｸ症

                           ・暫定的チック症／障害11



Tokyo Kasei University

「発達障害」用語の問題 
「注意欠陥多動性障害」「広汎性発達障害」

➢ 「医学用語」を伝えられた時、どのような思い？ 
➢ 医療者が「障害」を何気なく使っているのでは？ 

　「妨げになるもの」「害」⇒ Disorder・・（非定型） 
　「しょうがい」「障がい」「発達凸凹」などと表現 
　　されることもある背景を知る。 
　　　　⇔ 実生活で「支障・問題」がある場合も・・ 

➢ 2013年5月DSM-５の日本語訳（2014年5月）は「症」 
　 ～Autism Spectrum Disorder 

 　自閉スペクトラム症・自閉症スペクトラム（障害） 
 ～Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
 　注意欠陥（欠如）多動症（多動性障害） 

☆ICD11(2022年1月WHO正式発効予定）いずれ統一の予定 
☆「障害は個人ではなく社会の側にある」一ノ瀬メイさん
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機能の全体的評定(GAF)尺度＋CGAS：ADHD診断治療GLー齋藤万比古より一部抜粋

91-100 問題なく適度に活動的な生活を送ることができる。

81-90 ときに心配しすぎたり、かんしゃくを起こしたり、激しい兄弟げんかをする
ことがあるが、おおむね問題のない活動的な生活が送ることができる。

71-80 症状があっても強いストレスに対する了解可能な反応で、機能の軽度の障害
があっても、あくまで一過性のものである。

61-70 ちょっとした盗み等の散発的でマイルドな反社会的行為、多少の学業不振、
回避的とならない不安・恐怖などあるが、対人関係の問題は生じていない。

51-60 変動しやすい中等度の症状があり、全てではないが一部の社会的機能（孤立
など）に問題が生じ、そのとき出会った人は問題発生に気付く。

41-50 希死念慮にふける。強度の強迫症状、不登校、パニック発作、攻撃行動、そ
の他の反社会的行動があるなど適応上深刻な問題がある。

31-40 家庭・学校など社会生活全般で重大な障害が生じ、論理的な会話が成立しな
いほど混乱したり、しつこい攻撃、引きこもり、自殺企図などがある。

21-30 妄想や幻覚に相当影響を受けたり、強迫症状に家族を巻き込み、あるいはコ
ミュニケーションがほぼ不可能のため全ての領域で社会的に機能しない

11-20 頻繁に自殺行動を行ったり、暴力をふるうなどの自傷・他害の恐れがあり、
強力な保護と管理が必要。

0-10 自傷・他害の恐れが強度に続き、24時間常に強力な保護と管理が必要。13



Tokyo Kasei University

子ども（未熟～成長段階）の行動特性 
背景に存在し影響するものは？

１．親から「気質」の遺伝 
➢ 体格・皮膚の色・・・行動特性も当然遺伝 
➢ 「この子の行動は親（主に父親？）そっくり」 

 ＝親の発言「こんなの障害じゃない！」 
 ⇔子どもの特性に気づく前に親が自分の特徴に気づくこと 
 ＝受容の始まり 
２．環境・・・少子化、高い進学率 

➢ 家で「しつけ」なくてはいけない！？ 
⇒その場で叱る！我慢の限界、叩いてわからせる！？ 
➢ 園の環境は？ 
⇒規律、全体行動 、時間を守る、礼儀正しい子を求めている？ 
・・・環境との相性？大人の目線？ 
・・・子ども自身が納得し共有できた時こそ大事では！ 

３．成長・発達 
身体（暦年齢）に惑わされず、子の生活年齢（理解のレベル）
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Tokyo Kasei University

対応のエッセンス
ß 前もって 
 ・・予測できる、不安が減る。 
ß 具体的に 
 ・・見える化、思い違いが減る。 
ß 共感 
 ・・安心できる仲間、共に歩む家族 
ß 受容 
 ・・受け止める。認める。 
ß 達成感 
 ・・やり甲斐、またやりたい。 
ß その気にさせる 
 ・・関心、興味を持つ。 
ß 褒め上手〜毅然とした態度 
 ・・メリハリの効いた対応 
ß Small step・・理解・実行できるレベルを一段ずつ 
ß Self esteem・・自己評価、自尊感情
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ADHDの成長過程における症状・問題点

乳幼児期 学童期 青年期 成人期
（乳児期） 
• よくぐずる。
睡眠が不安
定。発声が乏
しい。抱かれ
るのを嫌が
る。なだめに
くい。あやし
ても喜ばな
い。　　　　
など 

（幼児期） 
• はしゃぎ過ぎ 
• じっとしてい

ない。 
• 指示に従わな

い。 
• かんしゃくが
激しい。 

• 怪我、他害　 
　　　　　　など

• 先生の話を聞
けない、 

• 座っていられ
ない 

• 課題をやり終
えられない。 

• 仲間関係で孤
立 

• 周囲の大人と
の葛藤、 

• 反抗的な態度 
　　　　　　　　　　
　　など

• 中核症状自体
は減少するが
一部持続 

• 学業成績の不
良 

• 自尊感情の低
下 

• 自らの行動が
他の人にどう
影響している
か気づかず孤
立 

• 約束を守らな
い 

• 責任感がない 
• 信頼されない 
　　　 
　　　　　　　　
など 

• 転職が頻繁 
• 不注意のため

の仕事上の失
敗 

• 衝動買い 
• 思いつきの旅

行 
• 交通事故の繰
り返し 

• 整理整頓がで
きない 

• 時間感覚がな
い 

• うつ病、双極
性障害、反社
会的パーソナ
リティ障害、
不安障害、強
迫性障害など
の精神障害を
並存　　など



Tokyo Kasei University

脳内モノアミン系と行動・臨床症状
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ノルアドレナリン

ドパミン

セロトニン

無気力 
興味の喪失 
作業・覚醒

緊張・過敏 
衝動

快感・喪失 
欲動

気分・思考 
情動・認知

食欲・性 
攻撃性

不安 
易怒

活動性 
の欠如 
欲求



困ったときの薬物療法～主にADHD/ＡＳＤ 
幼児期でも使用可能薬剤、６歳以上適応薬

☆幼児期のかんしゃく・乱暴な行動・（不眠） 

　○ 抑肝散・抑肝散加陳皮半夏・柴胡加竜骨牡蠣湯・甘麦大棗湯 

　　　～ココア（粉）・チョコアイスなど応用 

☆小児期～思春期の感覚過敏・苛立ち（易怒性）等 

　○ リスパダール® ・エビリファイ®など第二・三世代抗精神病薬 

☆睡眠の問題・眠れない・途中覚醒 

　○ メラトベル®（顆粒） 

　○ ロゼレム®　 

☆不注意・多動・衝動性で不利益 

　○ コンサータ®・ストラテラ®・インチュニブ®・ビバンセ® 

☆小児の強迫性障害 

　○ SSRI（ルボックス®、デプロメール®） 

☆食欲不振（コンサータ®・ストラテラ®服用時） 

　○ ガスモチン®・ドグマチール®・六君子湯
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（小児科医として）周囲の子どもへの説明 
＝（大学教員として）周囲の学生への説明

１）発達特性の説明 
✱ 周囲に伝えることについて保護者・本人の承諾は不可欠 
✱ 診断名は不要 
✱ 「得意・不得意」等、子ども（学生）の理解しやすい言葉

で説明 

２）「行動の問題」の説明 
✱ わざとではないこと、悪気がないこと 
✱ 気持ちが落ち着かないためであること 
✱ 困ったら大人（教員）に相談にきて良いこと 

３）対応方法の説明 
✱ その子への対応方法を具体的に「◯◯君・さんにこうして

あげて・・」
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東京家政大学・同短期大学部：教職員の手引き（案）
 

ᨦがいのある学ဃへのૅੲ 

 
Ꮀ員の引き 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

ி京家大学での合ྸႎᣐॾ 

ᨦ害ᎍ差別ᚐෞඥのᘍに伴い、ஜ学では建

学のችᅕである女ࣱの「ᐯ主ᐯ律」をૅੲする

ことをႸႎとして、ᨦがいのある学ဃሁのૅੲ

の充実に努めています。 

各Ꮀ員のႏಮ૾におかれましては、このパ

ンフレットを参ᎋに、ಮ々なᨦがいにより学修

や大学ဃで困ᩊがある学ဃへの具体ႎなૅ

ੲやᣐॾをᎋえていただけますよう、おᫍいい

たします。 

個別の合ྸႎᣐॾሁについては、ඥ令に基づ

いてᘍわれるものです。 

Ꮀ員のᢌいやಅのᢌいによって実さ

れなかったり、充分な対応がなされていなかっ

たりした場合には、ஜ人からの不ဎしᇌてや

੩ᚫሁもᎋえられます。 

また、Ꮀ員が、ᨦがいᎍに対して不当な差

別ႎ取りৢいをしたり、合ྸႎᣐॾሁを੩供し

なかったりした場合、学ఄඥ人บᡀ学園就ಅᙹ

則ᢌ反となることもあります。 

対応にᒊॾされたり、困ったりすることがあ

りましたら、ଔめにႻᛩᆸ口までごᡲዂくださ

い。 

ᨦがい学ဃሁૅੲ委員会 

ி京家大学学ဃૅੲセンター学ဃૅੲᛢ 

        令和2 年10உ1 ଐ作 

 

一ደにᎋえて 

いきましょうᲛ 

 
 
 
 
合ྸႎᣐॾሁの実にᨥしては、ಮ々なแ

備や境ᛦૢሁが必ᙲとなります。   

ཞඞによっては、個別の対応や他の学ဃへ

の対応ሁにपまれることもあるかと思います

が、ᢘ切な対応について一ደにᎋえていきま

しょう。 

Ტ例Უ 

●ᨦがいによってಅでの実፼や実২ሁが

できないに、代わりにどんな学修をさせた

らよいかᲹ 

●他の学ဃとの協働作ಅやグループでのᛦ

べ学፼・ႆ ᘙሁのᨥには、どのように᧙わらせ

ていけばよいかᲹ 

●Ꮛ実፼やྵ場実፼ሁ、対外ႎに合ྸႎᣐ

ॾሁをおᫍいするにはどうしたらよいかᲹ 

●ၲやၲ、また体ᛦ不ᑣሁでのഎ席や

刻・ଔᡚの取りৢいはどうすればよいかᲹ 
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Q1：合理的配慮とは何か？ 
Q2：相談窓口はどこ？ 
Q3：相談から支援までの流れは？

Q4：どんなことが差別になるのか？ 
　　【障がいを理由に拒否】 
　　【合理的配慮等を提供しない】 
Q5：障がいのある学生とは？ 
Q6：どんな支援をするのか？



【終わりに】

本学の障がい学生等支援委員会が平成２８年度に立ち上がり、障がい
学生への支援が機能し始めました。
個別の合理的配慮を検討していく際に、最も重要なことの一つは、障が

い学生の学修面や生活面での困難さの正確な見立てです。この点が曖昧に
なってしまいますと、合理的配慮が十分でなかったり、過度になってし
まったりします。本学では幸いにも、幅広い医学的な視点をお持ちで、かつ
発達障害についての専門家に、メンバーに加わっていただいていることで、
専門的な見地からの意見を分かりやすくメンバーに伝えてもらっています。
合理的配慮については、まだまだ概念や対応範囲が変わってくるもので

あり、どの大学でも苦慮するかと思いますが、今後各大学での学生支援が
更に充実するためには、幅広い医学的な視点をお持ちで、かつ発達障害につ
いての専門家の存在が委員会組織として確保できるかどうかが、大きな鍵で
あることをお伝えします。

追記：東京家政大学・同短期大学部　障がい学生等支援委員会
委員長　半澤嘉博


